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日時：令和３年１１月２９日(月) ９時３０分～１３時まで 

対象：住民票が天理市にあり、初めてマイナンバーカードを申し込む人 

 

☆ こんな時に・・・あって良かったマイナンバーカード ☆ 
 明日までに住民票が要る！でももう夜💦 → コンビニで夜１１時まで住民票が発行できます♪ 

 ライブに行こうとしたら本人確認！？ → 写真付き公的身分証明書として使えます♪ 

 毎年の確定申告、会場はいつもたくさんの人💦 → インターネットで確定申告が可能です♪ 

 １０月からは健康保険証としても本格始動予定！ 

 

市役所まで行くのは遠いし… 

そんな声にお応えして、お近くの公民館でマイナンバーカードの申込を受け付けます！ 

メリットたくさんのマイナンバーカードをこの機会に作ってみませんか？ 

【当日の必要書類】 

① 本人確認書類 

 1点で確認：運転免許証、パスポート など 

  または 

 2点で確認：Ａから２点、またはＡ１点とＢ１点の計 2点 

  A：健康保険証、各種医療費受給者証、年金手帳 など 

  B：学生証、診察券(氏名・生年月日が印刷されたもの) など 

 ※申請者が 15歳未満の場合は、親権者の同行及び親権者の本人確認書類も必要です。 

② 個人番号通知カード(または個人番号通知書の提示) 

③ 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 

※）個人番号通知カード、住民基本台帳カードは当日回収となります。 

見つからない場合はご予約時にご相談ください。 

※）証明用のお写真は当日無料で撮影しますので、持ち込みは不要です。 

 

【申込先】 

天理市立 井戸堂公民館 

☎０７４３－６３－２２４１ 

 ※ご予約は先着順です。定員に達した場合、受付終了となります。 

 

当日のお手続きは 

約１０分！ 
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お越しください。

マイナンバーカード申請受付申込書

　　　　　時　　　　分に



トライアングルで　愛と希望の夢乗せて　未来に羽ばたく井戸堂っ子

令和3年10月 公　民　館　だ　よ　り（2） 第124号

実施しています。

予約は要りません。

場 所
持ち物

井戸堂幼稚園であそびましょう

未就園児（０歳、１歳、２歳、３歳）の親子登園日を

「未就園児登園日」のご案内

とはお問い合わせください。
（問い合わせ）井戸堂幼稚園　☎６３－３１１６

令和3年11月17日（水）午前9時30分～

令和3年12月17日（金）午前9時30分～

：天理市立井戸堂幼稚園
：子どもさんの上靴・水筒

（スリッパは動きにくいです。保護者の方も上履きをご持参下さい。）

★新型コロナウイルス感染拡大予防のため受付にて検
温と手指消毒をお願いします。保護者の方はマスクの着
用をお願いします。当日、発熱や風邪の症状のある方は

○幼稚園の園庭や保育室で遊びましょう！

○お楽しみ会に参加しましょう！
○クリスマスのプレゼントの袋を作りましょう！

登園をお控えください。

〇１０・１１月生まれの誕生会に参加しましょう！

○１２月生まれの誕生会に参加しましょう！

※状況により中止になる場合があります。わからないこ
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感
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催
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現
在
、
天
理
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
の
急
増
に
伴
い
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天

理
市
感
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拡
大
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戒
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対
策
方
針
（第
三
十
八
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も
お
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ら
せ
し
た
市
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設
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に
係
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等

に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
、
引
き
続
き
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す
る
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と
し
ま
し
た
の
で
、
皆
様
の
ご
理

解
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協
力
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い
い
た
し
ま
す
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な
お
、
今
後
の
感
染
状
況
や
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
な
ど
の
状
況
に
応
じ
、
利

用
制
限
の
原
則
を
見
直
す
場
合
も
あ
り
ま
す
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市
の
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
原
則
と
し
ま
す
。 

(1)
利
用
人
数 

各
施
設
に
お
け
る
定
員
の
50
％
、
又
は
、
定
員
が
明
確
で
は
な
い
会
議
室
等
に
つ
い

て
は
、
有
効
面
積
に
対
し
て
４
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
名
の
割
合
で
算
出
す
る
。 

(2)
利
用
者 

市
内
在
住
者
（在
勤
、
在
学
中
の
者
及
び
大
和
ま
ほ
ろ
ば
広
域
定
住
自
立
圏
に
参

加
す
る
町
村
民
を
含
む
。
）に
限
る
。
た
だ
し
、
市
内
を
活
動
拠
点
と
す
る
団
体
、
グ

ル
ー
プ
等
に
あ
って
は
可
と
す
る
。 
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食
の
禁
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施
設
（敷
地
を
含
む
。
）に
お
い
て
の
飲
食
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
熱
中
症
を
予

防
す
る
た
め
の
水
分
補
給
は
除
く
。 
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施
設
ご
と
の
開
館
状
況
、
利
用
基
準
等
は
、
天
理
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（各
施
設
の
開
館 

状
況
一
覧
表
）に
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
各
施
設
を
利
用
す
る
際
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
に
直
接
お
問
い
合
わ 

せ
く
だ
さ
い
。 
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